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政
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…（
政
策
企
画
局
総
務
部
管
理
課
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一

規

則

東
京
都
知
事
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
号

東
京
都
知
事
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則

知
事
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
知
事
が
欠
け
た
と
き
は
、
次
の

順
序
で
副
知
事
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
一
順
位

副
知
事

栗

岡

祥

一

第
二
順
位

副
知
事

宮

坂

学

第
三
順
位

副
知
事

松

本

明

子

第
四
順
位

副
知
事

山

下

聡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

東
京
都
知
事
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則
（
令
和
六
年
東

京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
七
号

東
京
都
副
知
事
の
担
任
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

な
お
、
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
号
（
東
京
都
副
知
事
の

担
任
事
項
）
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
た
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

副

知

事

担

任

事

項

栗
岡

祥
一

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
局
、
生
活
文
化
局
、
環
境
局
、

福
祉
局
、
保
健
医
療
局
、
東
京
消
防
庁
、

都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

二

次
の
行
政
委
員
会
等
と
の
連
絡
に
関

す
る
こ
と
。

教
育
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
監
査

委
員

宮
坂

学

一

次
の
局
に
関
す
る
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局

松
本

明
子

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

政
策
企
画
局
、
産
業
労
働
局
、
子
供

政
策
連
携
室
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、

中
央
卸
売
市
場
、
交
通
局
、
水
道
局
、

下
水
道
局

二

次
の
行
政
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す

る
こ
と
。

労
働
委
員
会

山
下

聡

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

財
務
局
、
主
税
局
、
都
市
整
備
局
、

建
設
局
、
港
湾
局
、
会
計
管
理
局
、
住

宅
政
策
本
部
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略

推
進
本
部

二

次
の
行
政
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す

る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、

収
用
委
員
会
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